
住民基本台帳閲覧状況の公表 

（令和５年４月１日～令和６年３月３１日） 

 

住民基本台帳法第 11条第３項及び第 11条の２第 12項の規定に基づき、次のとおり公表し

ます。 

 

 

閲覧年月日 閲覧者 

（受託者） 

委託者 閲覧目的 閲覧に係る住民の

範囲 

令和５年 

７月１３日 

一般社団法人 

輿論科学協会 
 

総務省 

大臣官房総

括審議官 

(情報通信

担当) 

「通信利用動向調査

(統計法に基づく一

般統計調査)」の標本

抽出を行うため 

御荘平城、中浦、

城辺乙、蓮乗寺、

満倉、一本松 

20歳以上の世帯主 

172世帯 

 


